
品　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

やかん 金属 金物類 ふたの取っ手（着脱可能なもの）はドライバーで取外して廃プラ
焼き物 陶磁器 埋立 フリーマーケッやリサイクル店を利用しましょう。
野球ボール 硬式・軟式 埋立・廃プラ 硬式は埋立、軟式は廃プラ

ビン 埋立 薬品は使い切る、残った薬品は新聞紙や古布に染み込ませて燃やすごみへ、
劇薬・農薬は収集しない（ＪＡに相談を）

ふた・包装フィルム 容器プラ
ヤクルトの容器 本体 容器プラ 底に液体の固まりができやすいので中をよくゆすぐ

アルミぶた 埋立
野菜くず 生ごみ 燃やすごみ 村では生ごみ処理機の購入費を助成しています。環境課へお問合せを。
野菜の袋 ビニール 容器プラ 汚れがあれば洗う

角質・爪用 埋立・金物・廃プラ 金属製は金物類、プラスチック製は廃プラ、その他は埋立。
紙 燃やすごみ
工具 家電・金物類 電動式は家電、工具は金物類（木柄が長いものは、のこぎりで切る）

ヤッケ（合羽） プラスチックビニール廃プラ
湯かき棒 木 燃やすごみ

プラスチック 廃プラ
浴衣 衣類 古布

缶 金物類
ビン 埋立 プラスチックぶたは容器プラ
プラスチック 容器プラ プラマークあり、必ず使い切ったものを出す、中を洗う。

雪かき 除雪器具 粗大ごみ 木柄はのこぎりで切断して燃やすごみへ、プラスチックは廃プラ。
湯たんぽ 金属 金物類

プラスチック 廃プラ
カバー 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ

ユニフォーム 衣類 古布 事業者が出すことはできません。事業系のごみは、廃棄物処理法により自らの
責任において適正に処理しなければならないとされています（法第3条）。直接
処理施設へ搬入するか、一般廃棄物（事業系ごみ）許可業者へ直接依頼して
下さい。

湯呑み 陶器 埋立
指輪（安価なもの） 金属 埋立
湯沸し器 電化製品 粗大ごみ
洋裁ピン 金属 金物類 空き缶などに入れる　

木・竹 燃やすごみ
プラスチック 廃プラ

洋ダンス 家具 粗大ごみ
洋服の防虫カバー プラスチック 廃プラ

アルミ 埋立 アルミと表示されているもの、紙マークもプラマークもないもの。
紙 紙容器 紙マークあり
プラスチック 容器プラ プラマークあり、プラスチックのように見える紙容器があるので注意。

ヨーヨー 玩具 廃プラ
浴槽 風呂 粗大ごみ 工事業者引取りが原則
浴槽のふた プラスチック 廃プラ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

大型 粗大ごみ
小型 廃プラ・燃やすごみ天然葦は燃やすごみ、プラスチック製は廃プラ。
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